
四日市市上下水道局管理規程第３号 

 四日市市水道事業及び下水道事業の設置及び経営の基本に関する条例施行規程の一

部を改正する規程を次のように定める。 

  令和５年４月１日 

              四日市市上下水道事業管理者  山本 勝久 

 

四日市市水道事業及び下水道事業の設置及び経営の基本に関する条例施行規程

の一部を改正する規程 

四日市市水道事業及び下水道事業の設置及び経営の基本に関する条例施行規程（平

成１７年上下水道局管理規程第１号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（水道事業の計画） （水道事業の計画） 

第２条 水道事業の計画は、次のとおり

とする。 

第２条 水道事業の計画は、次のとおり

とする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 給水人口 ３１２，０００人 (2) 給水人口 ３０７，４００人 

(3) １日最大給水量 １２４，０００m

３ 

(3) １日最大給水量 １１７，１００m

３ 

（下水道事業の計画） （下水道事業の計画） 

第３条 下水道事業の計画は、汚水計画

及び雨水計画による。 

第３条 下水道事業の計画は、汚水計画

及び雨水計画による。 

２ 前項に掲げる汚水計画は、次のとお

りとする。 

２ 前項に掲げる汚水計画は、次のとお

りとする。 

(1) 単独公共下水道 (1) 単独公共下水道 

ア 予定処理区域面積 ３,２３６． 

３４ヘクタール 

ア 予定処理区域面積 ３，００９．

５ヘクタール 

イ 計画処理人口 １３３，４４９人 イ 計画処理人口 １３３，３６０人 

ウ １日最大処理能力（特定環境保全

公共下水道分含む） ９２，１００

立方メートル 

ウ １日最大処理能力（特定環境保全

公共下水道分含む） ８２，７００

立方メートル 



(2) 北勢沿岸流域下水道関連公共下水

道 

(2) 北勢沿岸流域下水道関連公共下水

道 

① 北部処理区 ① 北部処理区 

ア 予定処理区域面積 ２，５１１．

５７ヘクタール 

ア 予定処理区域面積 ２，３５５．

６６ヘクタール 

イ 計画処理人口 １０１，７５４

人 

イ 計画処理人口 １０９，３００

人 

② 南部処理区 ② 南部処理区 

ア 予定処理区域面積 ５５９．７

３ヘクタール 

ア 予定処理区域面積 ５５４．６

ヘクタール 

イ 計画処理人口 １９，２７７人 イ 計画処理人口 １９，０００人 

(3) 特定環境保全公共下水道 (3) 特定環境保全公共下水道 

ア （略） ア （略） 

イ 計画処理人口 １，１５０人 イ 計画処理人口 １，３８０人 

 

 附 則 

 この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

 

（上下水道局管理部経営企画課） 

 


